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〈高齢者の事故〉
※高齢者…65 歳以上をいう

は

を

交通死亡事故が大幅に増加しています。

特に高齢者の事故が多く発生しており、死者は前年と比べ＋６人の増加となっています。
発生日時 場所 亡くなった当事者 事故の概要

1
２／５（水）

午後６時台

高島市

国道

７０歳代 男性

軽四乗用
軽四乗用車が対向の大型貨物車と衝突。

2
２／１１（火）

午後６時台

彦根市

農道

６０歳代 男性

自転車
自転車で水路に転落。

3
２／１５（土）

午前１時台

米原市

県道

７０歳代 男性

歩行者
大型貨物車が歩行者に衝突。

4
２／１８（火）

午後６時台

米原市

国道

８０歳代 男性

自転車
軽四貨物車が自転車に追突。

5
２／２０（木）

午前８時台

彦根市

県道

７０歳代 男性

軽四乗用
軽四乗用車同士が交差点で出合頭衝突。

6
２／２４（月）

午前４時台

高島市

市道

８０歳代 男性

歩行者
軽四乗用車が歩行者に衝突。

ドライバーのみなさん、こんな早朝や深夜に歩行者はいないだろう、こんな場所に自転車

いないだろうと決めつけず、いつどこに歩行者や自転車がいても避けられるように、ライト

ハイビームとロービームに切り替えながら、しっかりと安全確認を行いましょう。



道路を車庫の代わりとして

使用（青空駐車）

道路上の同じ場所で継続駐車

法 律 何人も、道路を自動車の

保管場所として使用しては

ならない。

（車庫法第１１条１項）

何人も、自動車を道路上の同

一の場所に引き続き１２時間以

上（夜間にあっては８時間以

上）駐車させてはならない。

（車庫法第１１条２項）

罰 則 ３ヶ月以下の懲役または

２０万円以下の罰金

２０万円以下の罰金

違反点数 ３点 ２点

８時間以上

１２時間以上

夜

昼

事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp

◆ ２月中に発生した高齢者の死亡事故を見てみると、６件中

５件が早朝、夜間に発生しています。特に、午後６時台の事

故が３件あり、この時間帯は特に注意が必要です。

◆ 買物等の用事は昼間のうちに済ませ、夕方から夜間、早朝

は外出を控えましょう。

◆ 夜間はライトに照らされる所しか見えませんが、見えない所

に歩行者や自転車がいる可能性があります。車のスピード

は控えめに、前や左右をしっかり見るようにしましょう。

◆ できるだけ車の多い主要道路を走り、街灯の少ない、狭くて

暗い道路は通らないようにしましょう。

● 信号機や標識を見落とさないようにしましょう。

● 見通しの悪い交差点では、いつでも停止できるように、

スピードを落として安全確認をしましょう。

● 見通しの良い交差点でも、油断して安全確認をしないた

めに事故が起きることがあります。

● 相手が交通ルールを守るとは限らないという気持ちで

運転しましょう。


